
船舶事故調査報告書 

平成３１年４月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 遊泳者及び被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成３０年８月２８日 １３時１０分ごろ 

発生場所 千葉県いすみ市の夷隅
い す み

川河口付近 

太東埼灯台から真方位２４１°１,９９０ｍ付近 

（概位 北緯３５°１８.０′ 東経１４０°２３.６′） 

事故の概要 水上オートバイマックスは、浮体をえい
．．

航して遊走中、浮体が遊泳

者に接触し、遊泳者及び浮体の搭乗者が負傷した。 

事故調査の経過 平成３０年８月３０日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ マックス、０.２トン 

２３２－４２１０４千葉、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊（免許証失効中） 

 負傷者 軽傷 ３人（遊泳者及び浮体の搭乗者２人） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風速 約３m/s、視界 良好 

水象：川面 平穏 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、搭乗者２人（以下「搭乗者Ａ」及

び「搭乗者Ｂ」という。）を乗せたソファー型の浮体（以下「本件浮

体」という。）をえい
．．

航し、約２０～３０km/h の対地速力で遊走して

いた。 

本船は、船長が、遊泳者に接近していることに気付くのが遅れ、遊

泳者を避けようと左旋回したものの、本件浮体が、遠心力によって右

方に振られ、遊泳者に接触して搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂが落水し、遊泳

者が肋
ろっ

骨骨折、搭乗者Ａが左中指骨折、搭乗者Ｂが右上腕骨内側上顆
か

骨折をそれぞれ負った。 

船長、搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 本船は、本件浮体をえい
．．

航中、船長が、見張りを適切に行わずに遊

走したことから、遊泳者に接近していることに気付くのが遅れ、左旋

回したものの、本件浮体が遠心力によって右方に振られ、遊泳者に

接触して搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂが落水し、遊泳者、搭乗者Ａ及び搭乗

者Ｂが負傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、本件浮体をえい
．．

航中、船長が、見張りを適切に

行わずに遊走したため、遊泳者に接近していることに気付くのが遅

れ、左旋回したものの、本件浮体が遠心力によって右方に振られ、

遊泳者に接触して搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂが落水したことにより発生し

たものと考えられる。 



 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・遊泳者等の近くでの遊走を控え、遊泳者に接近していることなど

を早期に発見できるよう常時適切な見張りを行うこと。 

・浮体をえい
．．

航して旋回する場合、浮体が遠心力によって外側に振

られることを考慮し、周囲の遊泳者等から十分な距離をとるこ

と。 

・小型船舶操縦免許証の更新手続を適切に行い、有効な免許証を保

持した上で小型船舶を操縦すること。 


